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　税の申告は、平成２５年１月１日から１２月３１日までの１年間に得られた個人の収入や、
控除・必要経費等を記載して、市役所や税務署に提出をする手続きです。この申告に基づい
て、所得税や住民税、国保税などが確定します。正しい申告をするため、また申告時にあわ
てないためにも、必要書類の整理や収入・支出金額の集計などは早めにご準備ください。

申告が必要な人は、どんな人？
下のフローチャートを参考に、どのような申告をすべきかご確認ください。

平成25年1月1日～12月31日の間に収入がありましたか？

次のページで申告方法を確認しましょう！

それは、
どんな収入ですか？

・遺族年金 
・障害年金
・雇用保険（失業保険） 
・労災保険 

・給与
・年金（老齢・企業）
・事業・農業 
・不動産　　　　など

A B

源泉徴収票は年金が
１枚だけですか？

給与は年末調整をし
ていますか？

年金は合計で400万円
以上ありますか？

・生命保険
・扶養等各種控除
　　　を受けますか？

源泉徴収票は年金のみで
２枚以上ですか？

給与や年金などの収入すべ
ての源泉徴収票が併せて２
枚以上、もしくはそれ以外
に収入がありますか？

・住宅借入金特別控除
・医療費控除
・雑損控除
　　　を受けますか？

税 準備はお早めに！
の申告がはじまります

①
確定申告

② 市の申告会場で
住民税申告申告不要①

確定申告
市役所税務課窓口で
住民税申告
　※収入がない方も
　　申告が必要です

Ⅰ

スタート

※注意　このフローチャートは、
一般的な事例です。

その他のケースは、税務課まで
お問い合せください。

■申告が遅くなると・・・
期限を過ぎてから申告書を提出すると納税通知書の届く時期が
遅くなったり課税証明書が必要なときすぐに交付を受けること
ができませんのでご注意ください。

※所得税の還付申告
　医療費控除・住宅借入金等特別控除などの還付申告は、
　２月１７日以前でも甲府税務署で受け付けしています。

所得税
住民税
（市・県民税）

【申告受付期間】
２月１７日（月）～３月１７日（月）

A

いいえ

いいえ は　い

いいえ いいえ

は　い

は　い

いいえ

は　い

いいえ は　い

いいえいいえは　い

は　い

B

は　い
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■すべての方に共通
◎各種控除に必要な書類
　生命保険料・地震保険料等の控除証明書、社会
保険料・国民年金等の領収書、障害者手帳、医
療費の領収書など
※書類が不足すると控除の受付はできません。
◎印鑑
◎扶養控除・配偶者控除の認定は、所得要件があ
るため、被扶養者の所得がわかる書類

■営業等所得がある方
◎収入支出がわかる書類
　（決算書収支内訳書・領収書等）
※記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大
　平成２６年１月から事業所得（営業、農業）・
不動産所得または、山林所得を生ずべき業務を
行うすべての方が対象となります。
　所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない
方も対象となります。

■給与所得がある方
◎所得税の源泉徴収票（原本）
※中途退職し、再就職されなかった方は、以前
勤務していた職場に請求してご用意ください。

■農業所得がある方
◎収入支出がわかる書類
　（収穫量・販売数量、自家消費量、経費などを
必ず集計してください。）
◎農協や市場などで発行する収支証明書や領収書
◎動力稲刈機や田植機などを買った、または買い
替えた場合の領収書
◎大型農業用機械（農業用自動車・トラクター・
コンバインなど）を買った場合は、販売証明書・
領収書および保険料の領収書
◎耕作委託料などを支払った場合は、その領収書
等（委託内容が明記されたもの）
◎堰費・土地改良費（維持管理費に限る）の領収書

■太陽光発電の収入がある方
　太陽光による売電収入が
ある場合、その収入は雑所
得となり、収入・経費のわ
かるものを整理して申告し
ていただく必要があります。

■介護認定を受けている方
　認定を受けている６５歳以上の方で、常に就床
を要し、複雑な介護を必要とする方は、福祉事務
所の証明により、特別障害者控除を受けられます。

■住宅借入金等特別控除を受ける方
　平成２５年中に家の新築・改築を行い、１０年
以上の借入があり、適用条件に合致する場合には、
次の書類をご用意のうえ、１０年間の控除を受け
ることが可能です。

◇必要書類（新築の場合）
住民票の写し、借入金の年末残高証明書、家屋
の売買契約書・土地の売買契約書（土地も同時
購入の場合）、家屋の登記事項証明書、土地の
登記事項証明書（土地も同時購入の場合）

＊改築や認定長期優良住宅などについては、税務
署までお問い合わせください。

＊平成２１年度税制改正におい
て、平成２１年から２５年まで
に居住し、所得税の住宅ローン
減税制度（住宅借入金等特別控
除）を受けた方で、所得税において控除しきれ
なかった金額がある場合は、翌年度の個人住民
税において税額控除することとされました。
　（上限９７，５００円）

申告方法
■確定申告 (フローチャート①に該当する方）
　次の 3つの中から選択してください
　１．自分で作成し、甲府税務署で直接申告（詳しくは甲府税務署までお問合せください）
　２．インターネットで自宅から電子申告する（国税庁HP：http://www.nta.go.jp/）
　３．下記（Ⅲ、Ⅳ）に掲載してある必要な持ち物を持って市の相談会に行き、相談しながら作成し申
　　告する（日程はP８）

■住民税申告（フローチャート②に該当する方）
　下記（Ⅲ、Ⅳ）に掲載してある必要な持ち物を持って市の相談会に行き、相談しながら作成し、申告
する（日程はP８）

申告時に必要な持ち物（確定申告、住民税申告）

その他該当する方

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
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※受付開始時間は、会場の設営状況により多少
前後します。

※受付は、書類の提出が出来る方から順次受け
付けます。

※農業・営業所得等のある方は、収支をまとめ
て、医療費控除のある方は合計額を計算し
てから申告相談にお越しください。収支が
まとめられていない場合には、まとめてい
ただいてからの受付となります。

※会場で作成される方は、時間にゆとりをもっ
てお越しください。

市の相談会の日程

◇確定申告書作成相談会

　税務署と県と市の共同開催で申告書作成相談会
を行います。
※譲渡・贈与・相続についてはお受けできません。
　■日時　２月４日（火）
　　　　　１０時～１２時・１３時～１６時
　■場所　市民交流センター「ニコリ」1階
　■お問い合わせ　甲府税務署
　　　　　　　　　☎０５５－２５４－６１０５

◇税理士会による無料申告相談会

◆還付申告相談（医療費控除）
　■日時　２月６日（木）・７日（金）
　　　　　１０時～１２時 ･１３時～１６時
　■場所　甲府市総合市民会館３階大会議室

◆小規模納税者のための無料申告相談
　所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者
の方の所得税の申告を対象として行います。
　■日時　２月１７日（月）～２６日（水）
　　　　　（土日除く）
　　　　　１０時～１２時 ･１３時～１６時
　■場所　甲府市総合市民会館 3階会議室 4

◆税理士記念日無料税務相談
　譲渡・相続・贈与等の相談も受け付けます。
　■日時　２月２３日（日）
　　　　　１０時～１２時 ･１３時～１６時
　■場所　山梨県税理士会館
　■お問い合わせ　東京地方税理士会甲府支部
　　　　　　　　　☎０５５－２３３－１３１８

会場地図はこちらのＱＲ
コードよりご確認できま
す。会場名をクリックす
ると地図が出ます。

その他相談会

■お問い合わせ　＊税務課市民税担当（内線１５３～１５５）
　　　　　　　　＊甲府税務署　　　　☎０５５－２５４－６１０５

Ⅴ

Ⅵ

相談受付日 曜日 相談受付会場
2月17日 月 穴山公民館（穴山ふれあいホール）
2月18日 火 中田公民館
2月19日 水 藤井公民館
2月20日 木 穂坂公民館（穂坂コミュニティーセンター）
2月21日 金 円野公民館（つぶらの会館）
2月23日 日 市民交流センター「ニコリ」【休日対応日】
2月24日 月 清哲公民館（清哲会館）
2月25日 火 神山公民館（武田の里ふれあいホール）
2月26日 水 旭公民館
2月27日 木 大草公民館（大草ふれあいセンター）
2月28日 金 龍岡公民館
3月  3日 月

市役所４階大会議室

3月  4日 火
3月  5日 水
3月  6日 木
3月  7日 金
3月10日 月
3月11日 火
3月12日 水
3月13日 木
3月14日 金
3月17日 月
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相談受付時間　９時～１６時


